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一 

 



 

わ
が
国
の
医
薬
分
業
制
度
は
、
明
治
以
来
の
懸
案
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
戦
後
、
国
民
医
療
の
向
上

を
目
ざ
す
諸
施
策
の
進
展
に
伴
い
、
第
十
回
国
会
に
お
い
て
、
「
医
師
法
、
歯
科
医
師
法
及
び
薬
事
法
の
一
部
を 

 

改
正
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
四
号
）
」
が
成
立
し
、
法
制
的
に
確
立
さ
れ
た
。
こ
の
制
度
は
、

当
初
、
所
要
の
準
備
期
間
を
考
慮
し
て
、
昭
和
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
予
定
で
あ
つ
た
が
、
第
二
十

回
国
会
及
び
第
二
十
二
回
国
会
に
お
け
る
法
律
改
正
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
二
百
十
一
号
及
び
昭
和
三
十
年
法

律
第
百
四
十
五
号
）
に
よ
り
昭
和
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
、
今
日
に
至
つ
て
い
る
。 

し
た
が
つ
て
、
わ
が
国
の
医
薬
分
業
は
、
法
律
制
定
以
来
二
十
年
を
越
え
、
現
実
に
施
行
さ
れ
て
か
ら
す
で
に

十
七
年
の
歳
月
を
経
過
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 
し
か
る
に
、
去
る
一
月
二
十
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
齋
藤
厚
生
大
臣
は
、
辻
原
弘
市
君
の
質
問
に 

医
薬
分
業
の
推
進
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

三 

 



 

対
し
、
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
医
薬
分
業
の
推
進
は
、
診
療
報
酬
の
適
正
化
と
も
関
係
が
あ

り
ま
す
の
で
、
こ
の
問
題
を
含
め
今
後
と
も
診
療
報
酬
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
中
医
協
で
御
審
議
い
た
だ
け
る
も

の
と
考
え
て
お
り
ま
す
し
、
な
お
、
医
薬
分
業
の
推
進
に
つ
い
て
は
、
薬
局
の
受
け
入
れ
体
制
の
整
備
状
況
等
を

十
分
勘
案
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
慎
重
に
検
討
い
た
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
」
と
。 

こ
の
答
弁
は
、
従
来
か
ら
医
療
保
険
財
政
へ
の
影
響
や
、
薬
局
の
整
備
状
況
等
を
理
由
と
し
て
、
医
薬
分
業
を

阻
止
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
論
議
を
繰
り
返
え
し
た
も
の
で
あ
り
、
医
薬
分
業
を
事
実
上
二
十
年
間
も
放

置
し
て
、
な
お
、「
慎
重
に
検
討
」
と
い
う
厚
生
大
臣
の
姿
勢
は
ま
こ
と
に
遺
憾
で
あ
る
。
よ
つ
て
、
医
薬
分
業
の

推
進
に
つ
い
て
質
問
い
た
し
た
い
。 

一 

医
薬
分
業
が
ど
の
程
度
実
施
さ
れ
て
い
る
か
、
た
と
え
ば
保
険
薬
局
の
取
扱
い
処
方
せ
ん
枚
数
・
調
剤
報
酬

と
社
会
保
険
等
の
療
養
件
数
・
金
額
と
の
割
合
等
、
必
要
な
統
計
数
値
に
よ
つ
て
現
状
を
数
量
的
に
明
ら
か
に

さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

四 

医
療
金
融
公
庫
が
、
昭
和
三
十
五
年
以
降
薬
局
（
調
剤
の
た
め
に
必
要
な
施
設
）
に
対
し
資
金
の
貸
付
け
を
行

な
つ
た
件
数
及
び
金
額
を
各
年
度
別
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

厚
生
省
は
、
診
療
報
酬
適
正
化
と
の
関
連
を
主
張
さ
れ
る
が
、
そ
の
関
連
性
と
適
性
化
の
内
容
に
つ
い
て
中 

三 

厚
生
省
は
、
薬
局
の
受
入
れ
体
制
の
整
備
を
主
張
さ
れ
る
が
、
整
備
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
、
か
つ
、
整
備

の
た
め
、
厚
生
省
が
昭
和
三
十
一
年
以
降
い
か
な
る
対
策
を
講
じ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 
厚
生
省
は
、
昭
和
四
十
五
年
度
に
薬
局
・
薬
剤
師
数
の
予
測
に
関
す
る
研
究
を
行
な
い
、
昭
和
四
十
六
年
度

か
ら
は
、
医
薬
品
検
査
設
備
費
の
国
庫
補
助
（
一
千
万
円
）
を
行
な
つ
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
に
昭
和
三
十
一
年

以
降
医
薬
分
業
の
推
進
の
た
め
、
い
か
な
る
施
策
を
行
な
い
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
あ
げ
た
か
明
ら
か
に
さ
れ

た
い
。 

ま
た
、
薬
局
の
受
入
れ
体
制
整
備
の
た
め
の
金
融
公
庫
を
創
設
す
る
等
、
積
極
的
な
施
策
を
検
討
す
る
用
意

が
あ
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

五 

 



 

六 

昨
年
、
医
療
保
険
制
度
の
抜
本
改
正
に
関
す
る
内
閣
提
出
法
律
案
に
お
い
て
、
医
薬
分
業
を
行
な
う
地
域
を

政
令
で
指
定
す
る
方
向
を
示
し
た
。
ま
た
、
さ
き
の
薬
局
・
薬
剤
師
数
の
予
測
に
関
す
る
研
究
に
お
い
て
、
昭

和
五
十
年
度
に
は
医
薬
分
業
体
制
の
確
立
に
支
障
が
な
い
と
の
結
論
に
達
し
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
こ
の 

 

際
、
医
薬
分
業
推
進
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
と
具
体
的
な
計
画
を
示
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
そ
の
点

に
つ
い
て
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

長
年
月
に
わ
た
り
医
薬
分
業
体
制
が
未
確
立
の
ま
ま
放
置
さ
れ
た
た
め
、
多
種
多
様
の
医
薬
品
が
製
薬
企
業

の
手
に
よ
つ
て
生
産
さ
れ
医
薬
品
市
場
は
混
乱
し
、
不
良
医
薬
品
の
服
用
に
よ
る
医
療
事
故
が
発
生
す
る
等
国

民
医
療
に
と
つ
て
大
き
な
ひ
ず
み
が
生
じ
て
い
る
。
し
た
が
つ
て
、
薬
局
の
物
的
設
備
等
の
整
備
を
充
実
し
、

地
域
に
お
け
る
医
療
体
制
の
な
か
で
調
剤
を
行
な
う
機
関
と
し
て
適
正
に
配
置
し
、
医
薬
分
業
体
制
を
確
立
す

る
こ
と
は
今
日
の
急
務
と
な
つ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
国
民
の
健
康
増
進
に
真
に
寄
与
す
る
で
あ
ろ
う 

央
社
会
保
険
医
療
協
議
会
に
お
け
る
論
議
を
別
と
し
、
政
府
み
ず
か
ら
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

 

七 

と
考
え
る
が
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
結
論
的
な
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


